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議会運営委員会会議録 

 

令和３年３月９日 火曜日 

  午後３時１５分開議 

  午後３時４１分閉議（実時間２６分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．付議案件について 

 （１）委員会付託 

 （２）市長追加提出予定議案 

 （３）その他 

１．その他 

 （１）新年度の視察旅費の前期・後期の振り

分けについて 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  福 嶋 安 徳 君 

副委員長  橋 本 幸 一 君 

委  員  大 倉 裕 一 君 

委  員  金 子 昌 平 君 

委  員  亀 田 英 雄 君 

委  員  田 方 芳 信 君 

委  員  髙 山 正 夫 君 

委  員  増 田 一 喜 君 

委  員  村 川 清 則 君 

委  員  山 本 幸 廣 君 

議  長  中 村 和 美 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 総務企画部長     丸 山 智 子 君 

 財務部長       佐 藤 圭 太 君 

 議会事務局長     岩 崎 和 也 君 

  議会事務局次長   増 田 智 郁 君 

                              

○記録担当書記     島 田 義 信 君 

            馬 淵 宗 徳 君 

 

（午後３時１５分 開会） 

○委員長（福嶋安徳君） それでは、皆さん、

こんにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）

お疲れのところ大変でしょうけども、ただいま

から議会運営委員会を開会いたします。 

                              

◎付議案件について 

○委員長（福嶋安徳君） それでは、まず、

１、付議案件についてを議題とし、（１）委員

会付託の（イ）議案４５件について説明を求め

ます。 

○議会事務局長（岩崎和也君） こんにちは。

（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）議会事務局、

岩崎です。本会議終了後でお疲れのところでご

ざいますが、どうぞよろしくお願いいたしま

す。恐れ入りますが、着座にて説明させていた

だきます。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、どうぞ。 

○議会事務局長（岩崎和也君） それでは、

１、付議案件の（１）委員会付託、（イ）の議

案４５件について御説明を申し上げます。 

 お手元の委員会付託表議案を御覧いただきた

いと思います。 

 今回、委員会への付託予定案件は、予算議案

１７件、事件議案６件、条例議案２２件の計４

５件でございます。 

 まず、経済企業委員会では、議案第１号、３

号、５号、１３号、１４号、１５号、１６号の

予算議案７件、議案第１８号、２０号、２３号

の事件議案３件、議案第４１号から４５号まで

の条例議案５件の計１５件でございます。 

 次に、文教福祉委員会では、議案第１号、２

号、５号、６号、７号、８号、１２号の予算議

案７件、議案第１９号の事件議案１件、議案第
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３３号から４０号の条例議案８件の計１６件で

ございます。 

 次に、建設環境委員会では、議案第１号、４

号、５号、９号、１０号、１７号の予算議案６

件、議案第２８号、２９号、３０号、３１号、

３２号の条例議案５件の計１１件でございま

す。 

 最後に、総務委員会では、議案第１号、５

号、１１号の予算議案３件、議案第１８号から

２２号の事件議案５件、議案第２４号から２７

号までの条例議案４件の合わせて１２件でござ

います。 

 なお、議案第１号・令和２年度八代市一般会

計補正予算・第１６号及び議案第５号・令和３

年度八代市一般会計予算につきましては、次ペ

ージ以降にそれぞれの歳入の文言事項及び歳出

の款項目別の付託表を添付いたしておりますの

で、御覧いただきたいと思います。 

 説明は以上でございます。 

○委員長（福嶋安徳君） ただいま説明が終わ

りましたが、何か質疑ございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） なければ、お手元の

付託表のとおり、その審査を各常任委員会に付

託することといたしたいが、これに御異議あり

ませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 次に、（２）市長追加提出予定議案４件につ

いて説明を求めます。 

○総務企画部長（丸山智子君） 改めまして、

皆様こんにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あ

り）総務企画部、丸山でございます。本日はよ

ろしくお願いいたします。では、着座にて説明

させていただきます。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、どうぞ。 

○総務企画部長（丸山智子君） それでは、明

日提出を予定しております予算議案２件、条例

議案２件について御説明を申し上げます。 

 まず、議案第４６号及び４７号につきまし

て、佐藤財務部長より御説明いたします。 

○財務部長（佐藤圭太君） 皆さん、こんにち

は。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）財務部の

佐藤でございます。それでは、着座にて説明さ

せていただきます。 

○委員長（福嶋安徳君） どうぞ。 

○財務部長（佐藤圭太君） 明日の一般質問終

了後の追加提出議案といたしまして、お手元に

配付してあります令和３年３月定例会追加提出

予定議案にありますように、予算議案２件を予

定しております。 

 議案第４６号の令和２年度一般会計補正予算

・第１７号の補正額は３４０３万２０００円で

ございます。 

 内容は、本市が行った住民基本台帳事務にお

けるＤＶ等支援措置に対しまして、損害賠償請

求を行う裁判の提訴がありましたことから、訴

訟に関する経費を計上するものです。 

 また、国の第三次補正予算を活用し補助申請

しておりました農林水産業の担い手確保経営強

化支援事業について、先日、事業採択の通知が

ありましたことから、対象となる農業経営体に

対し補助を行うものでございます。 

 次に、議案第４７号の令和３年度一般会計補

正予算・第１号の補正額は２１９０万円でござ

います。 

 内容は、令和２年７月豪雨により運休が続い

ております坂本地区の幹線交通について、タク

シー等による無料運行期間を延長しまして、地

域住民の方々の生活移動を継続して支援するも

のでございます。 

 また、新型コロナウイルス感染症対策としま

して、先般、熊本県独自の緊急事態宣言が解除

されたことに伴いまして、市内全てのコミュニ

ティーセンターと小・中・支援学校及び幼稚園
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において、さらなる感染予防対策を行うもので

ございます。 

 以上、財務部からの説明とさせていただきま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

○総務企画部長（丸山智子君） 引き続きまし

て、条例議案２件について御説明いたします。 

 議案第４８号・八代市議会議員の議員報酬等

に関する条例の一部改正については、八代市特

別職報酬等審議会の答申を受け、議員報酬を改

定するものです。 

 次に、議案第４９号・八代市長等の給与に関

する条例の一部改正については、八代市特別職

報酬等審議会の答申を受け、市長、副市長、教

育長及び識見監査委員の給料を改定するもので

す。 

 以上が追加予定の議案でございます。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

○委員長（福嶋安徳君） ただいま説明が終わ

りましたが、何か質疑ございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） なければ、次に進み

ます。 

 それでは、市長追加提出予定議案４件につい

ての委員会付託について協議いたします。付託

はいかがいたしましょうか。 

○委員（亀田英雄君） 委員会付託でお願いし

ます。 

○委員長（福嶋安徳君） 委員会付託というこ

とですけども、いかがですか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） それでは、お諮りい

たします。 

 市長追加提出予定議案４件については、各常

任委員会及び議会運営委員会に付託することに

御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 付託表を配付いたさせます。 

（書記、資料配付） 

○委員長（福嶋安徳君） それでは、委員会の

付託先について説明を求めます。 

○議会事務局長（岩崎和也君） 着座のまま失

礼いたします。 

 それでは、市長提出予定議案４件について、

委員会の付託先について説明を申し上げます。 

 ただいま配付いたしました委員会付託表追加

を御覧いただきたいと思います。なお、説明

は、先ほど同様に、議案番号のみで御説明いた

します。 

 まず、議会運営委員会では、議案第４８号の

条例議案１件でございます。 

 次に、経済企業委員会では、議案第４６号の

予算議案の１件でございます。 

 次に、文教福祉委員会では、議案第４７号の

予算議案の１件でございます。 

 最後に、総務委員会では、議案第４６、４７

号の予算議案の２件及び議案４９号の条例議案

１件の計３件でございます。 

 なお、議案第４６号・令和２年度八代市一般

会計補正予算・第１７号及び議案第４７号・令

和３年度八代市一般会計補正予算・第１号につ

いては、次ページ以降にそれぞれの歳入の文言

事項及び歳出の款項別の付託表を添付いたして

おりますので、御覧いただきたいと思います。 

 説明は以上でございます。 

○委員長（福嶋安徳君） ただいま説明が終わ

りましたが、何か質疑ございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） なければ、それで

は、その審査を各常任委員会及び議会運営委員

会に付託することといたしたいが、これに御異

議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 
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 なお、今回、本議会運営委員会にも付託案件

がございますので、明１０日水曜日、本会議終

了後、審査を行いたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

 ここで、執行部は御退室いただきます。 

（執行部 退席） 

○委員長（福嶋安徳君） 次に、（３）その他

についての（イ）八代市議会委員会条例の一部

を改正する条例案について説明を求めます。 

○議会事務局長（岩崎和也君） 着座のまま失

礼いたします。 

 それでは、（３）その他、（イ）八代市議会

委員会条例の一部を改正する条例案について御

説明申し上げます。 

 資料は、お手元にお配りしております別紙の

八代市議会委員会条例の改正部分新旧対照表及

び令和３年度組織機構再編の概要、この２枚で

ございます。 

 改正点は２点ございまして、まず１点目は、

令和３年度組織機構再編の概要にございますと

おり、本年４月１日から予定されております本

市の組織機構再編により、本条例に関係します

財務部資産経営課の名称が変更になりますこと

や建設部に災害復旧課が新設されますことか

ら、これに合わせて所管の常任委員会の記述を

変更するものでございます。 

 具体的には、新旧対照表を御覧ください。 

 改正の１点目につきましては、現行では、第

２条第２項第１号ウの総務委員会の所管となり

ます財務部に資産経営課がございますが、改正

案では、この名称を財産経営課とするものでご

ざいます。 

 次に、２点目につきましては、現行の第２条

第２項第２号のウでは、建設環境委員会の所管

となります建設部の課名を建設政策課から用地

課まで列挙してありますけれども、用地課の後

に災害復旧課を新たに追加するものでありま

す。 

 以上が本条例改正の内容でございますが、こ

の改正案につきましては、本定例会の最終日で

ある３月１９日に議員発議をお願いしたいと考

えております。何とぞよろしくお願いいたしま

す。 

 なお、令和３年度の組織機構再編の内容につ

きましては、３月１５日の総務委員会において

議案審議及び執行部からの説明がなされるとと

もに、本定例会最終日の３月１９日の全員協議

会で執行部から説明される予定となっておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

 説明は以上でございます。 

○委員長（福嶋安徳君） ただいま説明がござ

いましたが、何かございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） なければ、それでお

諮りいたします。 

 ただいま説明のとおり、八代市議会委員会条

例の一部を改正する条例案については、本定例

会最終日に本委員会のメンバーで議員発議した

いと思いますが、これに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 それでは、本発議案についての趣旨弁明はど

なたにいたしましょうか。 

○委員（山本幸廣君） 議運の委員長でお願い

します。 

○委員長（福嶋安徳君） 議運の委員長という

指名でございますが、いいでしょうか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） それでは、私、委員

長とのことで御指名いただきましたので、その

ように決しました。 

 なお、案文につきましては、事務局と整文等

の調整をすることとし、後日、発議の手段、手

続を取らせていただきますので、御了承願いた

いと思います。 
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 次に、（ロ）八代市議会会議規則の一部を改

正する規則案について説明を求めます。 

○議会事務局長（岩崎和也君） 引き続き、着

座のまま失礼いたします。 

 それでは、（３）その他、（ロ）八代市議会

会議規則の一部を改正する規則案について御説

明申し上げます。 

 資料は、お手元にお配りしております別紙、

全国市議会議長会から発出されております標準

市議会会議規則の一部改正についての写し４枚

でございます。 

 その改正の趣旨としましては、女性をはじめ

とする多様な人材の市議会への参画を促進する

環境整備を図る観点から、住民が議員として活

動するに当たっての制約要因の解消に資するた

め、本会議や委員会への欠席事由として、育

児、看護、介護等を明文化するとともに、出産

について、産前・産後期間についても配慮した

規定の整備を図ったほか、行政手続などにおい

て原則として押印を廃止する政府の政策動向を

踏まえ、市議会に対する請願に係る署名押印の

見直しを図るものでございます。 

 改正点は大きく分けて２点ございます。 

 まず、八代市議会会議規則の改正部分新旧対

照表の第２条関係及び第９１条関係を御覧くだ

さい。 

 まず、改正の１点目は、議員の欠席の届出に

ついてであります。 

 現行の会議規則第２条第１項では、議員は、

事故のためとしておりましたものを、改正案で

は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の

出産補助その他やむを得ない事由のためとし、

また、現行の会議規則第２条第２項では、議員

は、出産のため出席できないときは、日数を定

めてとしておりましたものを、改正案では、出

産予定日の６週間、多胎妊娠の場合にあって

は、１４週間前の日から当該出産の日後８週間

を経過するまでの範囲内において、その期間を

明らかにしてとし、会議規則第９１条につきま

しては、委員会への欠席の届出となっておりま

す。同第２条関係と同様の改正内容となってお

ります。 

 次に、２点目は、請願書への押印関係につい

てであります。 

 八代市議会会議規則の改正部分新旧対照表の

第１３９条関係を御覧ください。 

 まず、現行の会議規則第１３９条第１項に、

個人によるものと法人によるものをまとめて条

文とされておりましたものを、改正案では、第

１項に一般個人によるもの、第２項に法人によ

るものとして分けてあります。 

 現行の会議規則第１３９条第１項では、請願

者の住所及び氏名、法人の場合にはその名称及

び代表者の氏名を記載し、請願者が押印しなけ

ればならないとしておりましたものを、改正案

では、第１項には、及び請願者の住所を記載

し、請願者が署名又は記名押印をしなければな

らないとし、第２項では、代表者が署名又は記

名押印をしなければならないとし、押印を必須

としていたものを署名か記名押印のいずれでも

認める内容となっております。 

 説明は以上でございます。 

○委員長（福嶋安徳君） ただいま説明がござ

いましたが、何かございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） なければ、次に進み

ます。ただいま説明が終わりましたが……。 

○委員（大倉裕一君） 一つ確認なんですけ

ど、請願の場合はこうなって、こういうふう

に、分かりました。陳情はどういう取扱いにな

ってきますか。 

○議会事務局次長（増田智郁君） こんにち

は。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）議会事務

局の増田でございます。 

 それでは、御質問につきまして、着座にて回

答のほう、させていただきます。 
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○委員長（福嶋安徳君） どうぞ。 

○議会事務局次長（増田智郁君） 陳情におき

ましては、各市議会におきまして取扱いが統一

されていないというのが現状でございます。八

代市議会におきましては、請願と同様の取扱い

というふうに、これまでもなされておりますの

で、ただいま申しました請願と同じような取扱

いでの署名または記名押印という形になりま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（福嶋安徳君） よろしいですか。 

○委員（大倉裕一君） はい。委員長、取扱い

ありがとうございました。 

○委員長（福嶋安徳君） ただいま説明が…

…、ああ、これはもうありましたですね。今、

増田次長のほうから御説明がございましたけれ

ども、お諮りいたしますけれども、ただいま説

明のとおり、八代市議会会議規則の一部を改正

する規則案については、本定例会最終日に本委

員会のメンバーで議員発議したいと思います

が、これに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 それでは、本発議案についての趣旨弁明はど

なたにいたしましょうか。 

○委員（山本幸廣君） 議運の委員長にお願い

します。 

○委員長（福嶋安徳君） 委員長という御指名

でございます。そのとおりでよろしいでしょう

か。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） それでは、私、委員

長と御指名でございましたので、そのように決

しました。 

 なお、案文につきましては、事務局と整文等

の調整をすることとし、後日、発議の手続を取

らさせていただきますので、御了承願いたいと

思います。 

                              

◎その他 

○委員長（福嶋安徳君） 次に、２、その他、

（１）新年度の視察旅費の前期・後期の振り分

けについてについて説明を求めます。 

○議会事務局長（岩崎和也君） 引き続き、着

座にて説明申し上げます。 

 委員会旅費につきましては、当初予算議決後

に新年度からの執行となりますけれども、今年

は改選期となっておりますので、令和３年度途

中において新しい委員会構成となります。 

 なお、現在、各常任委員会における管外行政

視察につきましては、新型コロナウイルス感染

症対策のため、令和２年６月定例会の議会運営

委員会において、当分の間、自粛することと決

定されているところでございます。本来であれ

ば、新年度になりまして御協議をお願いするの

が適切かとは思いますけれども、委員会によっ

ては新年度早々にも行政視察を計画されるとこ

ろもあるかと思われますので、令和３年度予算

の視察旅費の取扱いを御協議いただきたいと思

います。 

 なお、参考までに、常任委員会は１人当たり

１５万円、議会運営委員会は１人当たり１０万

円の予算が計上されております。 

 なお、前回の改選年度に当たります平成２９

年度におきましては、常任委員会は、前期・後

期各７万５０００円ずつに分けて視察を実施さ

れ、議会運営委員会は、改選後の後期において

視察を実施されております。 

 説明は以上でございます。 

○委員長（福嶋安徳君） それでは、本件につ

いて御協議いただきたいと思います。 

 本件について御意見等ございませんでしょう

か。 

○委員（山本幸廣君） 今、事務局長から説明

があったように、今のコロナ情勢等をですね、
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鑑みながらですね、当分ですよね、当分という

言葉ですよね。八代市も（聴取不能）いかんと

ですけど、今の時節で行政視察ができるかでき

ないかという、ここで判断というのはなかなか

厳しいような状態と思うんですよね。 

 だけんが、当分はということを考えれば、ま

あ、だから、自粛をせないかんということにな

るんじゃなかろうかと思いますけど、いかがで

しょうかね。 

○委員（橋本幸一君） 今、山本委員が言いな

ったように、結局、当分は自粛っていう状況の

中ですが、まずは令和３年度の予算っていうの

を確実決めて、それから前期・後期の配分をま

ずは決めておいて、その後の委員会の中で、そ

こは前期・後期どうするかっていうことの議論

に入っていったほうが。順番を踏んでですね。 

 ここでどうするかどうせんかじゃなくて、ま

ずは予算を手順を踏んで、今回については前期

どうするかっていうことになってくるわけです

から、そこについてどうするかっていう議論に

入っていったほうが。まずは予算を決めるって

いう。 

○委員（山本幸廣君） 今、副委員長が言われ

るように、予算はですね、議会の中で、これは

新年度に、はっきり言って、予算を計上してあ

るというふうに思いますので、今、副委員長が

言われたように、前期と後期、そげな状況の中

で、前期としては自粛するなら自粛する、予算

についてはこれは予算措置をしとかないかんと

思うんですよね。いつどこでどういうふうな事

態が変わるか分かりませんからですね、と思い

ます。副委員長が言われたように。 

○委員長（福嶋安徳君） ほかにございません

か。 

○委員（大倉裕一君） 前期と、前期っていい

ますか、前回の振り分け方でいいのではないか

なというふうに思います。 

○委員長（福嶋安徳君） 今までどおり。 

○委員（大倉裕一君） はい。議運については

後期で、委員会は半分ずつっていうようなとこ

ろで。それぞれの委員会で視察をするかしない

かは判断していっていただくようなところも裁

量を各委員会にまた持たせてもいいのかなとい

うふうに思います。 

○委員長（福嶋安徳君） 今、３人から言われ

ましたとおり、ここ１年間の予算配分でござい

ますので、あくまでも、この委員会の予算とす

れば、このときに予算組みをしておかないと１

年分ができない状況になりますので、今回、そ

ういう形でお決めさせていただければというふ

うに思います。 

 それでは、ただいま御意見出ましたとおり、

当分の間は自粛という形になるかもしれません

が、１年間の委員会の活動については、ここで

予算配分をしておくということでお諮りいたし

たいと思いますが、常任委員会旅費について

は、前期７万５０００円、後期７万５０００

円、議会運営委員会旅費については、前期はな

し、後期で１０万円として執行することに御異

議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 ほかに何かございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） なければ、以上で本

日の議会運営委員会を閉会いたします。 

（午後３時４１分 閉会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に
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